
茨城県内周遊バス運⾏⽀援について
2024年度（令和6年度）

お問合せ・申請先
⼀般社団法⼈ 茨城県観光物産協会
茨城県⽔⼾市三の丸1-5-38

https://ibr-inbound.com/bustour/inbound@ibarakiguide.info（担当：有⾺）
029-226-3800 029-221-9791

T r i p  t o  I B A R A K I

① 県内の観光施設を１か所以上周遊するバスを運⾏すること。
② 県内の宿泊施設に１泊以上宿泊すること。
③ ⼀つの旅⾏につき、海外から10名以上のグループ（団体）を送客すること。 ※添乗員は除く

条 件

2024年5⽉15⽇（⽔）以降出発の訪⽇ツアーに適⽤
対象期間

2025年3⽉14⽇（⾦）までの間に本国を出発・帰着する旅⾏

⼀つの旅⾏につき、以下のいずれかの⾦額を助成します。
① 観光施設を１〜２カ所周遊する場合 ･･･ 5万円
② 観光施設と⾷事施設を３カ所以上周遊する場合 ･･･ 10万円
③ 県内の観光施設及び⾷事施設を3カ所以上周遊し、かつ県内の宿泊施設に2泊以上宿泊

する場合 ･･･ 20万円

助成額

バス運⾏⽀援助成 観光地１カ所周遊、宿泊１泊
以上

海外から10名以上のグループ
（団体）を送客

詳細はこちら
https://ibr-inbound.com/bustour/

茨城県では、県内を周遊・宿泊する訪⽇旅⾏商品を造成・催⾏し
てくださった旅⾏会社を対象に、以下の全ての条件を満たした場
合に助成⾦を交付します。

助成額上限

100万円
※ツアーを催⾏する
 旅⾏会社１社あたり



茨城県内周遊バス運⾏⽀援の申請に係る留意事項
※詳細はホームページでご確認ください。

②ツアーを⼿配するランドオペレーターからの申請も可能ですが、同⼀ツアーについて、催⾏
する旅⾏会社と⼿配を⾏うランドオペレーターの重複申請は認められません。

①申請前に、ツアー⾏程の内容が交付条件を満たしているかなどについて、事務局にご相談い
ただくことをお勧めします。

③助成額の上限は、対象期間内の合計で、ツアーを催⾏する旅⾏会社１社あたり100万円までと
します。

④⽀援事業は、事業予算額を超えた時点で終了となります。その場合、交付条件を満たしてい
ても助成⾦を交付いたしません。

⑤原則として、他の⽀援⾦制度との重複利⽤は認められません。

⑥観光施設に、ゴルフ場は含まれますが、宿泊施設と⾷事施設は含まれません。また、⾷事施
設に、宿泊施設に付帯する⾷事施設は含まれません。
さらに、トイレ休憩のみを⽬的に⽴ち寄った施設は、観光施設としてカウントしません。

⑦20名以上の送客で複数台のバスを運⾏する場合であっても、⽇程及び⾏程が同じであれば、
それは⼀つの旅⾏としてカウントします。

⑧助成⾦は、円建てにより⽀払います。また、海外送⾦⼿数料その他の⽀払いにかかる費⽤は、
申請者の負担とします。

⑨不正な⼿続き等で助成⾦の交付を受けた場合は、事務局の判断で助成⾦を返還していただきます。

⑪貸切バス営業の許可を取っているバス会社を使⽤した時のみ助成⾦の対象となります。

⑫バスを⼿配する際は、茨城県内のバス会社を積極的にご利⽤ください。

⑩事務局に提出する書類は、⽇本語･英語･中国語（簡体字及び繁体字）･韓国語･タイ語⼜はベ
トナム語で作成してください。
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